
 

 

 

 

 

 

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会 

令和２年度第４回環境モニタリング評価部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         日 時 令和３年２月１６日（火曜日） 

            ９時３０分～１１時４５分 

         場 所 コラッセふくしま ４階 多目的ホール 

             （福島県福島市三河南町１－２０） 
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１．開 会 

○事務局 

  それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和２年度第４回福島県原子

力発電所の廃炉に関する安全監視協議会環境モニタリング評価部会を開催いたし

ます。 

 

２．あいさつ 

○事務局 

  開会に当たりまして、当評価部会の部会長である福島県危機管理部政策監の菅

野よりご挨拶申し上げます。 

○菅野部会長 

  皆さん、１３日土曜日に大きな地震がありまして、その対応に皆さんお忙しか

ったかと思います。そうした中で、本日環境評価部会にご出席、ご参加いただき

まして、誠にありがとうございます。 

  また、皆様には日頃より本県の復興・再生にご尽力、ご協力いただいており、

改めて感謝を申し上げます。 

  新型コロナウイルス感染防止、拡大防止のため、今年度のモニタリング評価部

会につきましては、これまで書面開催いたしておりました。今回ウェブ会議とい

うことで、皆様のお顔を見ながら開催できることになりましたので、よろしくお

願いいたします。 

  本日は、令和２年度の第３四半期、１０月から１２月になりますが、そこにお

ける発電所周辺モニタリングの結果、令和３年度のモニタリング計画、それから

各機関における海域モニタリングの結果等について確認をいただくこととしてお

ります。 

  皆様には、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げて、挨拶とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 

  本日の出席の専門委員、市町村及び説明者の方々につきましては、配付してお

ります名簿での紹介とさせていただきます。 

  それでは、これから議事に入りますが、部会長である福島県危機管理部政策監
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の菅野を議長として進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 

３．議事（協議会設置要綱に基づき、菅野部会長が議長として議事を運営。） 

○議長 

  それでは、早速議事に入らせていただきます。 

  議事の（１）原子力発電所周辺環境放射能測定結果（令和２年度第３四半期）

につきましては、福島県と東北電力から資料の説明を受けた後に、まとめて質疑

を行います。 

  初めに、福島県から資料１－１、参考資料１、参考資料２、それから資料１－

２、こちらについて説明をお願いいたします。 

○事務局 

  福島県放射線監視室の白瀬と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

  資料１－１により、原子力発電所周辺環境放射能測定結果（令和２年度第３四

半期）の説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、資料１－１の２７ページをお開きください。 

  第４、測定結果について説明をいたします。 

  ４－１、空間放射線の４－１－１、空間線量率、月間平均値でございますが、

数値につきましてはページの中央にある表に掲載しておりますが、各測定地点に

おける月間平均値は、福島第一原子力発電所の事故の影響により、事故前の月間

平均値を上回っております。数値については、年月の経過とともに減少する傾向

でございました。 

  次に、ページの下の（２）１時間値の変動状況についてですが、各測定地点に

おける１時間値の変動については、降雨雪による自然放射線レベルの変動はござ

いましたが、新たな原子力発電所等に由来する影響はございませんでした。 

  次に、２８ページをお開きください。 

  ４－１－２、空間積算線量について説明いたします。９０日換算値につきまし

ては、事故の影響により事故前の測定値を上回っておりますが、年月の経過とと

もに減少する傾向でございました。 

  次に、４－２の環境試料について移りたいと思います。 

  ４－２－１、大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能についてで
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すが、（１）月間平均値につきましては、２９ページの表に数値を掲載してござ

いますが、全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値につきましては、

原子力発電所からの距離に関係なく、いずれも事故前の月間平均値とほぼ同程度

でございました。 

  次に、２９ページの（２）変動状況について説明をいたします。全アルファ放

射能及び全ベータ放射能の最大値につきましては、事故前の最大値と同程度でご

ざいました。また、空間線量率の高低に関わらず、全アルファ放射能及び全ベー

タ放射能に強い相関が見られておりまして、これらの変動は自然放射能レベルの

変動と考えられました。なお、巻末のグラフ集に相関図を示してございますが、

相関図では強い相関が見られておりまして、相関直線から外れた試料につきまし

ては、個別の調査を実施した結果、原子力発電所からの新たな放出によるもので

はないと考えられましたので、報告いたします。 

  次に、３０ページをお開きください。 

  ４－２－２、環境試料の核種濃度（ガンマ線放出核種）についてでございます。

今期に測定した環境試料につきましては、大気浮遊じん、降下物、土壌、上水、

海水、海底土、松葉の７品目で測定をいたしました。その結果、上水及び海水を

除く５品目からセシウム１３４、全７品目からセシウム１３７が検出されました。

事故の影響により多くの試料で事故前の測定値を上回っておりますが、事故直後

の値と比較いたしますと大幅に低下をしておりまして、前四半期、第２四半期の

測定値と比較いたしますと、おおむね横ばい傾向でございました。 

  次に、３３ページをお開きください。 

  続きまして、４－２－３、環境試料の核種濃度（ベータ線放出核種）について

でございます。こちらについては、大気中水分、上水、海水についてトリチウム

の濃度を測定いたしました。その結果、大気中水分と上水からトリチウムが検出

されまして、大気中水分のトリチウムの値につきましては、大熊町の夫沢の地点

で事故前の測定値を上回りましたが、調査を再開した平成３０年度から前四半期

までの測定値の範囲とほぼ同程度でございました。上水のトリチウムについては、

事故前の測定値と同程度でございました。 

  続いて、海水と海底土について、ストロンチウム９０を測定した結果、海水と

海底土からストロンチウム９０が検出されております。ストロンチウム９０の測
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定値につきましては、海水については事故前の測定値と同程度でございました。

海底土につきましては、事故前の測定値を上回りましたが、過去の測定値である

平成２６年度から前四半期までの測定値と同程度でございました。 

  続いて、３４ページをお開きください。 

  ４－２－４、環境試料の核種濃度（アルファ線放出核種）についてでございま

す。こちらについては、海水と海底土でプルトニウムの分析をしております。プ

ルトニウム２３８は検出されませんでした。プルトニウム２３９＋２４０につき

ましては、海水、海底土から検出されておりますが、事故前の測定値と同程度で

ございました。 

  これで、今期の測定結果の報告は以上になります。 

  続いて、参考資料１のほうに移らせていただきたいと思います。 

○事務局 

  福島県環境放射線センターの安齋と申します。 

  私のほうから、第３四半期より大熊町夫沢地点の土壌採取地点を変更いたしま

したので、参考資料１をもとにご説明したいと思います。 

  まず、概要になります。大熊町夫沢の土壌採取地点で、中間貯蔵施設の整備工

事が開始されることから、新たに今回土壌採取地を選定し、現採取地との核種濃

度の比較をし、放射能濃度の把握を行いました。その結果、令和２年度第３四半

期より新たな採取地での測定を開始したものになります。 

  ２番目、新たな採取地点の選定の方法について書かせていただいております。

新たな採取地は、福島第一原子力発電所からの新たな放射性物質の放出を継続的

に監視できるよう、次の４つを考慮し選定させていただきました。１つ目が、同

じ大熊町夫沢地点内であること。２つ目、現採取地の近傍、おおむね１キロ以内

であること。３つ目としまして、福島第一原子力発電所からの方角が現採取地と

同方角、おおむね西南西から南南西にあること。最後４つ目としまして、放射能

測定法シリーズに準じた採取地であること。この４つを考慮して選定を行いまし

た。 

  しかしながら、①にございます大熊町夫沢地点内であること、こちらにつきま

しては、現在夫沢地点では、各地で中間貯蔵施設の整備工事関連が行われており

ますため、夫沢地点内での選定が困難であったため、同地点に隣接しております
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小入野という地点で、上記の②～④の条件を満たす採取地を選定いたしました。 

  選定しました採取地につきましては、表１に記載させていただいております。

今回、採取地につきましては、地点名が夫沢から小入野のほうに変更となってお

ります。発電所からの方角につきましては変わらないのですが、距離が１キロほ

ど現採取地点より発電所から離れた位置になっております。また、新たな採取地

点の写真を図の１の左側のほうに示してございます。新たな採取地点につきまし

ては、写真にありますとおり低層の草が生えているような土地になっております。 

  続きまして、裏面に行きます。 

  ３番目、新たな採取地における土壌の核種濃度の分析結果ということで、現採

取地と新たな採取地において土壌の核種濃度の測定を行いました。その結果を表

２に示してございます。新たな採取地のセシウム１３４及びセシウム１３７の核

種濃度につきましては、現採取地よりも約２倍ほど高い値となっておりました。

したがいまして、今回ご報告させていただいております第３四半期、１１月にサ

ンプリングしました大熊町小入野の土壌の核種濃度の測定結果についても、５月

に夫沢で採取した土壌の濃度と比べまして上昇をしてございます。今後、この新

しい新採取地、小入野地点での濃度の推移につきましてデータを蓄積しまして、

濃度の推移を注視してまいりたいと思っております。 

○事務局 

  福島県環境創造センター調査・分析部の関谷と申します。 

  私からは、参考資料２、会津若松市の大気浮遊じん及び陸水（上水）採取地の

変更について報告させていただきます。お手元の参考資料２のほうをご覧くださ

い。 

  会津若松市追手町におきましては、比較対象地点ということで、大気浮遊じん、

それと陸水（上水）の採取を行ってまいりました。しかしながら、令和３年５月

より、採取地となっておりました会津保健福祉事務所、こちらが今年５月に移転

するということで、今後電気や水道の停止、あと建物の解体工事等が進められて

いくということになっておりまして、比較対象地点での調査継続が困難と判断い

たしまして、新たな代替地点を検討し、報告させていただくものであります。 

  それで、大気浮遊じんの代替地点につきましては、令和２年４月から、現在の

現地点と並行して新たな代替地点で測定を行っております。なお、お手元の参考
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資料２の図１ということで、大気浮遊じんの採取地点の現地点と代替地点を図示

したものを添付させていただいております。現地点は、会津若松市の追手町７－

４０、こちらは会津保健福祉事務所の敷地内。代替地点といたしましては、同じ

く会津若松市追手町７－５、こちらは福島県の会津若松合同庁舎敷地内で、直線

距離にして６０メートル南西の方角へ移動するというものでございます。 

  こちらで並行測定いたしました結果につきましては、参考資料２の裏面に記載

をさせていただいておりますけれども、２、大気浮遊じんの並行測定の結果とい

うことで、表１に現地点と代替地点での高さ１メートルにおける空間線量率と、

表２といたしまして並行測定の結果として、セシウム１３７の放射能濃度の測定

結果を掲載させてもらっております。 

  まず、表１の空間線量率につきましては、現地点、代替地点とも年間平均で０．

０８マイクロシーベルト／ｈで、同じ値でございました。また、大気浮遊じんの

調査結果なんですけれども、現地点におきましては４月から１２月、そのうち５

月におきまして０．０２７のセシウム１３７の検出をしておりますけれども、５

月以外につきましては検出下限値以下で不検出という結果でございます。対しま

して、代替地点でございますが、４月から１２月の結果、不検出ということであ

りました。いずれにおきましても、セシウム１３７以外の人工のガンマ線核種に

つきましては不検出でございました。こちらにつきましては、現地点におきまし

て５月に検出はされておりますけれども、そのときの検出下限値が０．０２５と

いうことで、僅かに検出下限値を上回ったために検出となったということだと考

えられますので、現地点、代替地点とも不検出という傾向は変わりはないという

認識でございます。 

  続きまして、陸水（上水）につきましてですが、現地点及び代替地点とも水源

を同じくする上水でございまして、分析値に差異はないというふうに考えており

ます。つきましては、会津若松市の大気浮遊じんと陸水（上水）の採取地点を、

令和３年４月より代替地点へ移動することとしたいと考えております。 

  

○事務局 

  続きまして、資料１－２において、令和３年度の福島県の環境放射能等測定計

画についてご説明をいたします。 
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  資料１－２の１ページ目に、来年度変更する内容をまとめてございますので、

こちらのほうで説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、１、計画の名称変更でございます。これまでは発電所周辺環境モニタリ

ング計画という名称で、これまで発電所周辺の監視を行ってきたところでござい

ますが、監視の根拠でございます安全確保協定で定めている名称と整合を図るた

めに、来年度から福島県原子力発電所周辺環境放射能等測定基本計画という名称

に変更して、来年度から測定を開始したいと考えております。 

  続いて２番、今年度、令和２年度の計画の内容からの主な変更点についてご説

明をいたします。大きく４点ございまして、１点目、（１）松葉、ほんだわらの

前処理方法の一部変更についてでございます。採取した試料については、これま

で乾燥処理の上測定をしてございますが、放射性セシウムの減衰などによる濃度

低下を踏まえまして、来年度から灰化処理を行うことで半導体検出器で測定に供

する供試料量を増やして、ガンマ線核種濃度の検出限界の向上を図るものでござ

います。 

  続いて、（２）松葉の採取頻度の変更についてでございます。こちらにつきま

しては、前回のモニタリング評価部会のほうで資料を提示してございましたが、

松葉における放射性セシウムは内部取り込みがほとんどでございまして、表面付

着はごく少ないとする調査結果が得られております。その調査結果を踏まえまし

て、年４回としていた調査を、秋期の年１回に変更するものでございます。 

  次に、（３）楢葉町山田岡地点の変更についてでございます。こちらについて

は、空間線量率、空間積算線量及び大気浮遊じんの測定を、楢葉町山田岡の地点

において測定してございましたが、来年度から同じ山田岡の地区でございますが、

福島県の楢葉原子力災害対策センターの敷地内に移設をいたしまして、来年度か

ら測定を行う予定でおります。 

  最後、（４）会津若松市追手町地点の変更についてでございます。こちらにつ

いては、先ほど参考資料２において説明がなされたとおり、大気浮遊じんと上水

の地点を、お隣の会津若松合同庁舎の敷地内に変更するものでございます。 

  主な変更点の説明は以上になります。そのほかは、今年度と同様の調査計画と

してございますので、説明については割愛させていただきたいと思います。 
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○議長 

 続けて、東京電力から資料１－３、それから資料１－４について説明をお願いい

たします。 

○東京電力 

  資料１－３、原子力発電所の環境放射能測定結果、令和２年度第３四半期につ

きまして、東京電力福島第一原子力発電所、今野より報告させていただきます。 

  まず、５ページのほうをご覧ください。 

  ５ページに福島第一原子力発電所環境モニタリングのトレンドデータを示して

ございます。左上から空間線量率、空間積算線量、大気浮遊じん（全ベータ）、

大気浮遊じん（セシウム１３７）のトレンドを示してございます。右下の大気浮

遊じん（セシウム１３７）につきましては、至近では過去の変動の範囲ではござ

いますが、降雨が少ない冬場に若干高くなる傾向が見られてございます。 

  ６ページをご覧ください。 

  ６ページに、福島第一の土壌のセシウム１３７、海水のセシウム１３７、海底

土のセシウム１３７、松葉のセシウム１３７のトレンドを示してございます。こ

ちらにつきましては、至近では有意な変動は見られてございません。 

  ８ページをご覧ください。 

  ８ページに、福島第二原子力発電所の環境モニタリングトレンドデータを示し

てございます。左上から空間線量率、空間積算線量、大気浮遊じん（全ベータ）、

大気浮遊じん（セシウム１３７）のトレンドを示してございますが、今期、至近

では有意な変動は見られてございません。 

  続いて、９ページになりますが、土壌、海水、海底土、松葉のセシウム１３７

を示してございますが、こちらも今期有意な変動は見られてございません。 

  続きまして、１９ページをご覧ください。 

  １９ページのほうには測定結果を示してございます。こちらのほうは、１番と

しまして空間放射線としまして、表としまして空間線量率の月間平均値の表を示

してございます。こちらの表で、福島第一及び福島第二の月間平均値としまして、

１０月、１１月、１２月のそれぞれ変動範囲を示してございますが、それぞれ福

島第一・第二ともに１０月の値より１１月、１２月のほうが若干数値が上がって

いく、平均値が大きくなっているという状況が見受けられてございます。こちら
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につきましては、上のア．の月間平均値の中ほどの後半になりますが、「また」

という記載からになりますが、９月と１０月は降雨が多く、１１月と１２月は降

雨が少なかったことから、線量率に変動が見られてございますが、おおむね前の

四半期と同程度の値となってございます、ということを記載してございます。詳

細につきましては、後ほどトレンドグラフでご説明いたします。 

  続きまして、２４ページをご覧ください。 

  ２４ページのほうには、１年間に１回の頻度で実施しております土壌のアルフ

ァ線放出核種の測定結果となりますが、第１四半期に採取しました測定結果がま

とまりましたので、ご報告させていただきます。上のウ．に福島第一の測定結果、

下のエ．に福島第二の測定結果を記載してございます。上の福島第一のほうでは、

プルトニウム２３８が福島第一の構内ではございますが検出されてございます。

検出された値につきましては、平成２６年度以降検出されている濃度、過去の検

出濃度と同レベルでございます。その他の核種につきましては、有意な変動はご

ざいません。エ．の福島第二につきましては、全ての核種で有意な変動はござい

ません。 

  続きまして、３６ページをご覧ください。 

   ３６ページに、福島第一原子力発電所の放射性気体廃棄物の放出量、こちら

は１～４号機になりますが、放出量を記載してございますが、こちらのほうはま

だ分析中となってございます。 

  同じく３７ページに、５・６号機ほかの放射性気体廃棄物の放出量を掲載して

ございますが、こちらも分析中となってございます。 

  続いて、３８ページには放射性液体廃棄物の放出量を記載してございますが、

こちらのほうは放出実績なしとなってございます。 

  続いて、４０ページをご覧ください。 

  ４０ページには、月別の降水データを記載してございます。こちらは福島第一

のデータでございますが、９月、１０月それぞれ一番右側が降水量となってござ

いますが、９月が１９０．５ミリメートル、１０月が１２４．５、１１月・１２

月につきましては、８、９とそれぞれ低くなっておりまして、こちらのほうがモ

ニタリングポストの変動率もしくは土壌の舞い上がり等の変動に寄与しているも

のと考えてございます。 
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  続いて、４２ページをご覧ください。 

  ４２ページに、福島第二原子力発電所の放射性気体廃棄物の放出量を示してご

ざいます。こちらのほうも、福島第一同様に分析中となってございます。 

  ４３ページに、同じく放射性液体廃棄物の放出量を示してございますが、こち

らのほうも全て分析中となってございます。 

  続きまして、４９ページをご覧ください。 

  ４９ページに、こちらは福島第一のモニタリングポスト１番の空間線量率の変

動グラフとなってございます。こちらは、グラフの中ほどに米印の記載がござい

ますが、点検及び定期的な保守作業を行いまして欠測が発生してございます。欠

測の日にちは、今回４日ほど発生してございます。欠測の際には、代替測定とし

まして指示値に異常がないことを確認してございます。トレンドグラフの１０月

のほうには、下のほうに青線で記載してございますのが降雨量になってございま

す。１０月の初め頃に降雨の多い時期ございましたので、このときに線量率が若

干低くなっている時期が見られてございます。また、線量率につきましては、降

雨に伴う変動以外は有意な変動は見られてございません。 

  ５０ページ以降につきましては、モニタリングポスト２番から８番まで掲載し

てございますが、降雨に伴う変動以外は有意な変動は見られてございません。 

  ５７ページより、福島第二原子力発電所のモニタリングポスト１番の空間線量

率の変動グラフを示してございます。福島第二のほうも同じく米印として、点検

に伴う欠測がございます。こちらのほうも、同様に欠測時には可搬型モニタリン

ポストを設置しまして、指示値に異常がないことを確認してございます。福島第

二につきましても、降雨に伴う変動以外に有意な変動は見られてございません。

モニタリングポスト７番まで掲載してございます。 

  続きまして、６８ページをご覧ください。 

  ６８ページには、大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図を示し

てございます。こちらの相関は、福島第一になりますが、上の相関図がモニタリ

ンポスト３番、下の相関図がモニタリンポスト８番になってございます。上のモ

ニタリンポスト３番につきましては、全アルファと全ベータとの相関から外れる

回数が多くなってございます。こちらは、主に１１月、１２月の降雨が少ない時

期に相関から外れる回数が多くなってございます。 
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  ６９ページに、福島第二の相関図を示してございます。福島第二のほうは、上

にモニタリンポスト１番、下がモニタリンポスト７番となってございますが、ど

ちらも良い相関が見られてございます。このため、変動の原因は自然放射線量に

よる変動と考えてございます。 

  続いて、７０ページをご覧ください。 

  ７０ページに、こちら福島第一原子力発電所の地下水バイパスとサブドレンの

排水実績について、参考としまして示してございます。 

  最後に、７５ページになりますが、７５ページは参考としまして、福島第一の

敷地境界近傍のダストモニタの指示値を示してございます。１０月以降につきま

しては、有意な上昇はありませんでした。 

  以上が、第３四半期の報告になります。 

  続きまして、資料１－４、令和３年度測定基本計画のほうの説明をさせていた

だきます。 

  こちらにつきましては、名称のほうを先ほど福島県が説明されたのと同様に、

協定のほうに規定されております名称に変更してございます。 

  今回、令和２年度の計画より変更が１点ございます。変更になるのは、松葉の

測定頻度、採取頻度となってございます。令和２年度までは、年４回の計画でご

ざいましたが、こちらは年１回に変更を計画してございます。こちらは福島第一

及び福島第二とも同様の変更としてございます。また、頻度につきましては、福

島県の計画と同様になってございます。松葉の採取頻度が少なくなってございま

すが、１Ｆにおきましては発電所の中に瓦礫などダストの発生源が現在もござい

ます。このため、構内及び敷地境界近傍におきましては、引き続き連続ダストモ

ニタによる監視を継続してまいりたいと考えてございます。 

  

○議長 

  これから質疑のほうに入りますが、その前に１点だけ確認させてください。今

東京電力から説明受けた資料の中の、資料の１－３ですけれども、それの４２ペ

ージと４３ページ、福島第二発電所の気体廃棄物の放出量のデータですね、これ

分析中というご説明だったんですけれども、私の手元にある資料には数値が入っ

ているんですが、これ何か資料が新しいものと差し替わっているということかど
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うか、ちょっとそこのところを確認願えますか。東京電力さんお願いします。 

○東京電力 

  東京電力でございます。分析中と考えておりますが、内容につきましては確認

させていただきます。 

○議長 

  すみません、議長です。第一原発のほうの、その放射性気体廃棄物の放出量の

ところは分析中、３６ページとか３７ページとかですね、分析中と入っていまし

て、第二原発のほうは検出されずというのが各表に入っているのが私どもの手元

の資料なんですけれども、これどちらが正しいのか。後ほどでも結構ですので、

確認の上ちょっと説明お願いいたします。 

  それでは、それ以外について、今まで説明いただきました件につきまして質疑、

ご意見等いただきたいと思います。冒頭説明のありましたとおり、最初に専門委

員の皆様から一通りいただきまして、その後市町村、それからその他の方、会場

の方ということにさせていただきます。 

  それでは、最初に専門委員の皆様からご質問等がございましたらお願いいたし

ます。それでは、今手の挙がっております小山委員お願いいたします。 

○小山委員 

  小山です。資料１－１、県の測定分の２９ページ、大気浮遊じんの変動状況に

ついてコメントがございますが、これについてちょっと教えてください。このデ

ータについて、「個別に調査を実施した結果、発電所からの新たな放出によるも

のではないと考えられます」というふうになってございまして、具体的にその附

属資料のほうの６１ページだと思うんですが、そこに大熊町夫沢局のデータが入

っているんですが、そこのコメントを見ますと、「セシウム１３７と１３４が発

電所の事故に伴い周辺環境へ放出されたと想定される存在比で検出され、その他

の核種は検出されていないことを確認した」としか書いていないんですが、これ

が、どうしてこの２９ページの新たな放出ではないというふうな評価につながっ

ているのか、よくちょっと分からないんですが、ちょっとご説明いただけますで

しょうか。 

○事務局 

  グラフ集の６１ページ目の上の大熊町夫沢の相関図のことについてでございま
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すが、こちらにつきましては、３点ほど相関から外れたものがございましたので、

そちらについては個別に分析を実施いたしました。その３点につきましては、ず

れた日、当日風向きなども確認してございまして、外れた日いずれも北北東から

の風が観測されておりまして、発電所の風下に当たるものでございました。しか

しながら、その外れた当時、発電所構内では瓦礫の撤去作業は行われておりませ

んで、また発電所敷地境界のダストモニタでも異常な値は観測されていないとい

うことを東京電力のほうに確認をしております。そして、セシウム１３７と１３

４の比を確認いたしますと、２０１１年３月の福島第一原子力発電所の事故に伴

って放出された比率と同程度のものでございましたので、事故に伴なって放出さ

れたセシウムがろ紙に今回吸着されたものだと考えております。そのため、発電

所からの新たな放出というものはないと判断してご説明をしたところでございま

す。 

○小山委員 

  よろしいでしょうか。 

○議長 

  どうぞ、お願いします 

○小山委員 

  前半の説明は理解いたしましたが、今新たに発電所のほうから追加放出があっ

たとしても、その存在比というのは別に変わりはしない、セシウム１３７と１３

４の比は、今原子炉が稼働しているわけではないので、変わりがないのではない

かと、ここを、これが根拠だというふうにされると、ちょっと誤解されるのでは

ないかと思うんですけれども、いかがですか。 

○事務局 

  もちろん、稼働はしておりませんので、発電所からの放出というものはないと

いうご説明を今ほど説明したところでございます。その要因の一つといたしまし

ては、その当時３．１１のときに放出されたものが、何らかの要因で再吸引され

たものなのではないかなという判断でご説明をしたところでございました。 

○小山委員 

 よく考えてみて表現を検討されてください。以上です。 
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○議長 

 今の件については、問題提起いただきましたので、事務局のほうでもう少し検討

をお願いいたします。 

  それでは、髙橋委員お願いいたします。 

○髙橋委員 

 資料１及び資料２において、土壌の採取地変更のご説明がありました。この土壌

採取地の変更に伴って、今まで計測されてきたデータと新採取地のデータは連続

性があるとしてモニタリング評価するのかということの説明をお願いいたします。 

○議長 

  事務局のほうで回答をお願いいたします。 

○事務局 

  土壌の夫沢地点の採取地の変更についてでよろしかったでしょうか。 

○髙橋委員 

  はい、それでよろしいです 

○事務局 

  ご説明いたします。大熊町夫沢の地点を土壌採取地変更したところでございま

すが、採取地点の選定の基準については、先ほどご説明したところでございます

が、中間貯蔵施設の整備工事の関係から同地区で採取することが困難ということ

でございましたので、同じ方角の地点で選定をしたところでございます。なので、

全く同じ地点ではございませんので、数値に変動はあるとは思いますが、資料の

１－１の３１ページの表にもまとめて数値を掲載しておりますが、変更したエリ

アについても１Ｆ近傍というエリアで見てございますので、過去の測定値の変動

の範囲というものを１Ｆ近傍の数値の範囲で見ることもできますので、またそこ

の新しい地点を選定してからの蓄積状況というものも、データの蓄積に努めてい

って、監視を継続していきたいなと考えております。 

○髙橋委員 

  採取地を変更した理由その他は理解しています。ただ、変更後のデータと既存

のデータを同一の夫沢地区のデータとして、一つとして取り扱うのか、例えばそ

のグラフとして引き続き見ていくのか、もう完全に別グラフになるのかという点

について、ご説明ください。 
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○事務局 

  グラフにつきましては、５ページにトレンドグラフを示しておりますが、これ

までは５ページ目の一番下のグラフになりますが、これまでは紫色の三角印で大

熊町夫沢の測定結果をプロットしてございましたが、今期から地点を変更してお

りますので、大熊町小入野という地点でバツ印のプロットを別にしてございます。 

○議長 

  それでは、植頭委員お願いいたします。 

○植頭委員 

  県の資料ですね、細かいところで申し訳ないんですけれども、資料１－１の５

０ページ、山木屋のダストモニタの１１月から１２月のデータで、セシウム１３

７が０．００４ミリベクレル／ｍ３となっていると思うんですけれども、これを１

９ページの測定詳細一覧で見ていくと、連続ダストモニタは検出下限値が約０．

００５からということになっています。多分この約というのは、供試料が変動す

る可能性があるので、約という数字を使われていると思うんですが、この０．０

０５に対して０．００４の数値は有意な数値と認めてよろしいんですか、それと

もＮＤというものの記載が正しいんでしょうか、そこの確認だけお願いいたしま

す。 

○事務局 

  福島県環境放射線センターの安齋です。今回、山木屋で１１月分で０．００４

というふうに出ていますが、こちらにつきましては３シグマを超える値で検出が

されておるものになっておりますので、検出下限値、別のページで約０．００５

というふうにはなってございますが、こちら今回山木屋で検出された０．００４

という数字につきましては、検出下限値を上回っているものでございますので、

有意な測定結果としてＮＤではなく検出という形でこちらの表に掲載させていた

だいております。 

○植頭委員 

  それであれば、数字としてはこの０．００４が正しいということでよろしいん

だと思うんですけれども、そうすると記載のところ、１９ページの約というとこ

ろで、何となく間違った数字が出ているのかなと思われるのもあれなので、５０

ページのところに何か印でマークして、３シグマを超えているので有意なもので
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あったという注意書きが書けるかどうかちょっとご検討ください。 

○議長 

  ありがとうございます。それでは、続いて質問いただいております田上委員お

願いいたします。 

○田上委員 

  福島県さんに一つコメント、そして一つ東電さんに質問させていただきたいと

思います。 

  コメントに関しましては、資料１－２の松葉のことでございます。私、以前松

葉の試料については生試料で十分じゃないかということで申し上げていて、それ

はまだそのときには濃度レベルが高かったということと、試料回数もかなり多か

ったので、松への負担を減らすということもありまして、生でいいんじゃないか

ということを申し上げていたんですが、このたび試料は１回のサンプリングで、

ちょっと試料量は増えるのかもしれませんが灰試料ということになりまして、し

っかり測定いただけるということになりましたので、これについてはコメントと

いうか、ありがとうございますということをまず申し上げたいと思います。 

  もう一つのほうは、東電さんへの質問です。現在、第二原子力発電所のほうの

廃炉が進む中で、ちょっと気になることがございましたので質問させていただき

たいと思います。資料１－３の３４ページの海水のデータがございます。海水の

データが、現在バックグラウンドとされている０．００３、多分もっと低くなっ

ているんですが、０．００３とか０．００２という値に比べると、この南放水口

と北放水口のデータがやや高めに出ています。念のためということで、トレンド

グラフを振り返ってみますと、こちらのほうは９ページに記載していただいてい

るわけですが、９ページの右上です、見ていると、取水口よりも南放水口も北放

水口もやや高めに推移しているということが分かります。そこでちょっと気にな

りまして、福島県さんが測られたデータなども拝見しておりますと、確かに第一

でちょっと高くて、第二と同じぐらいなんですけれども、その間の海水というの

は低く検出されてございます。つまり、何が言いたいかと申し上げますと、第二

原子力発電所のほうの放出が少しだけれどもあるんじゃないかというふうに私は

見ているんですが、もし放出があるとすると、どのような理由で、ごくごく低レ

ベルなので問題になるものではないんですが、構内を通って少し高くなっている
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ということの理由をご紹介いただければというふうに思いまして質問させていた

だきました。 

○議長 

  それでは、東京電力さん、コメントがありましたらお願いいたします。 

○東京電力 

  福島第二原子力の田中のほうから回答させていただきます。 

  田上委員からのご質問で、南放水口、北放水口、プラントから出ている側の放

射能が若干高めに出ているのはなぜかと説明を求められております。こちらにつ

きましては、プラントからの放出につきましては、放射能はゼロリリースという

ことで、放射能は検出されない状態で放出されています。ただ、敷地の中から通

っていくときに、放水口付近で構内の一般排水系の水も混ざりますので、敷地の

中のセシウムの僅かだと思うんですが、拾いながら放水口に、一般排水系の水も

入っているということで、その影響がもしかしたら出ているのではないかと考え

ています。ここについては、検証した話ではないので、私の今考えを述べている

わけですが、今後一般排水系のセシウムについて測定できるタイミングがあれば

確認したいと思います。 

○田上委員 

  あくまでも安心のためのお話なので、追試験を求めるところではないんですが、

こういう事実があるということはちゃんと認識をしなきゃいけないというふうに

思っております。引き続きご検討のほうをよろしくお願いいたします。 

○東京電力 

  東京電力の発話の中で、先ほど議長のほうからご指摘ありました福島第二   

の放射性廃棄物の放出が分析中なのかデータがあるのかというご指摘がありまし

た。説明者のところにあった資料が古くて、議長の手元にあるデータが正でござ

います。この部分について説明させていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

○議長 

  それでは、資料１－３の４２、４３ページのところになりますか。 

○東京電力 

  はい、そうです 
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○議長 

それではお願いいたします。 

○東京電力 

  引き続き福島第二の田中のほうから説明させていただきます。 

  まず、４２ページの放射性気体廃棄物の放出です。トリチウムを除きまして検

出されていないというものになっています。トリチウムにつきましては、１号機

から廃棄物処理建屋換気系排気筒まで検出されておりまして、こちらの値につき

ましては、通常放出されているレベルと変化がございません。 

  次の４３ページになります。こちらは２号機の排水口から放出がございますが、

放射能の検出はございません。ほかの号機からは放出実績がないということにな

ります。 

○議長 

  それから、間を置いてしましましたけれども、田上委員のご意見、大変ありが

とうございました。 

  それでは、長谷川委員お願いいたします。 

○長谷川委員 

  ２つほど聞きたいのですが、まず資料の１－１で、８ページの２に、降雨雪に

よる自然放射能レベルの変動があります。そこに、一般に降雨雪時には空気中に

舞い上がっている云々という話があって、要するに雨とかなんか降った場合には、 

空間線量率が上がる傾向があるという話があります。これはそのとおりで、大体

はそんなもんで概ね良い表現だと思いますが、実は宮城県でもやっぱりそういう

ことは検討していた中、降雨と密接な相関がある場合と、相関がない場合もある

ということで、よく調べてもらっています。それとともに、各県の報告、例えば、

福井県のそういう調査もありますので、そこらも調べていただいています。単に

雨が降ると云々は、大体おおむねよろしいのですが、これらの調査を検討すると

そうでない場合もあると思います。例えば、福島県での資料１－１のグラフ集で

見ると、ページ２８、２９、ほとんど雨が降らなくても、線量率が結構高い値に

なるところもあるように思えます。ですから、ここの表現はおおむねよろしいん

ですが、必ずしもそうでないときもあり、季節風、風向きだとか、冬場は夏場と

またそれによっても違うこともあります。また、そのときのごく微量の降雨によ
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っても放射線レベルが大きく増加することもあるようです。概ねは良いんだけど、

そうでないこともあるんだということをちょっと念頭に置いていただければと思

います。それが第１点です、コメントです。この県について福井県とか宮城県は

よく詳細に調べて、議事録なんかにも残すようにしております。 

  それから、２番目は資料１－２、１ページ目の２（１）松葉、ほんだわらにつ

いてです。その生試料量を増やし、検出限界の向上を図るということですが、じ

ゃあ今まで何グラム使っていて、今度は何グラムに増やしたかと、その検出限界

のどれだけ向上になったかと、具体的に少し教えていただければと思います。以

上２点です。 

○議長 

  それでは、事務局のほうで回答をお願いいたします。 

○事務局 

  １点目の用語の解説のコメントについて、ありがとうございました。今後、よ

り分かりやすい説明に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○環境放射線センター 

  福島県環境放射線センターの安齋です。私のほうから、２つ目のご質問いただ

きましたものについて回答させていただきます。 

  松葉についてなんですが、現在乾燥試料をＵ８容器に詰めておりまして、大体

乾燥したものをＵ８容器に８０グラムぐらい詰めております。こちらなんですが、

来年度以降灰処理をして、灰にしたものをＵ８に詰めるんですが、今のところま

だ松葉を灰にして、じゃあ実際灰化したら、灰化したものをＵ８に入れて測定す

るといった検証作業はまだ行っておりませんので、ちょっとその辺につきまして

は、来年度１１月以降に、来年秋にサンプリングする予定をしておりますので、

その前にちょっと検証というか、ちょっと実際監視計画に基づいた調査をする前

に試験という形で実際松葉を取ってきて灰にして、それで実際灰化して松葉がど

のくらいまで減容するのかとか、そういったのをちょっと調べてまいりたいと思

っているところになります。 

○長谷川委員 

  分かりました。じゃあ次回以降にでも教えていただければと思います。 
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○議長 

  それでは、原委員お願いします。 

○原委員 

  私のほうは、まず資料、県の報告書の用語解説は何か非常によかったなという

ことで、何かやっぱりちゃんといろんな定義がはっきりして、成熟したなと思い

ました。 

  計画のほうでちょっと私一つ確認したいことがありまして、資料１－２ですね、

それの要領の１ページ目、令和３年度福島県環境放射能等測定実施要領の１ペー

ジ目の大気浮遊じんのところの真ん中です。全アルファ放射能、全ベータ放射能

（リアルタイム測定）とありまして、９０ｍ３／６ｈが１７地点と、１８ｍ３／６

ｈが９地点、これ足すと２６地点になるんですけれども、今年の報告書を見ると、

そこが２５地点になっているというので、１地点増えているのかなというのがち

ょっと単純な疑問でして、これちょっとどんなことなのかということをお尋ねし

たい。 

  それと、ついでにその計画でいうと、比較対象地点のところのほんだわらが抜

けていまして、これは前々からほんだわらは取るところがないという話を聞いて

いますが、それをちょっと一言書いておかなくていいのかなというのを検討して

いただきたいなというお願いです。 

○議長 

  事務局のほうで、コメントお願いいたします。 

○事務局 

  原委員がご質問された資料１－２の要領の大気浮遊じんのリアルタイムダスト

モニタの地点が、今期の測定地点と異なるのではないかというご質問だったかと

思うんですが、リアルタイムダストモニタ自体は２６地点で変更はしてございま

せん。参考までに、今期の測定結果報告書、資料１－１をご覧いただきますと、

５２ページにリアルタイムダストモニタの測定結果の一覧を掲載しておるんです

が、ナンバー２６までがリアルタイムダストモニタという表記で結果も掲載して

ございますので、地点については変更はしていないという回答でございます。 

  ほんだわらの比較地点について、ご質問の確認だったんですが、すみません、

比較地点でやっていないことの注釈などの説明を付記すべきではないかというこ
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とでよろしかったでしょうか。（「はい、そのとおりですね」の声あり） 

  ありがとうございます。今は何ら記載もされておりませんので、記載の仕方に

ついては事務局の中でちょっと検討させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○原委員 

  資料１－１の１１ページ目に環境試料の一覧があって、そこだと２５地点にな

っているんです。測定項目、空間放射線のところの（２）に環境試料があって、

区分は大気、そのところが２５なんですよね。これリアルタイムじゃないのかな。 

○事務局 

  資料１－１の１１ページ目の測定項目の表のところで、原委員がおっしゃった

のが（２）の環境試料の大気の大気浮遊じんで、地点数が１７地点と２５地点と

いうふうになっているところだと思うんですけれども、上の１７というものが、

右隣の試料数のところでいいますと、連続全アルファ・全ベータというふうに書

いておりますが、ここの１７という数字が連続ダストモニタ、６時間採取６時間

放置後の測定している地点を表した数値で、それ以外の地点を２５という記載し

ておりましたが、原委員おっしゃるように、リアルタイムダストモニタの地点に

ついては、この表に明記一切されておりませんので、追記する方向でより分かり

やすいように資料の修正をさせていただきたいなと思います。 

○原委員 

  分かりました、すみません、ちょっと誤解ですね、了解です。 

○議長 

  それでは、岡嶋委員お願いいたします。 

○岡嶋委員 

  ２つあります。１つは福島県のほうにと、もう１つは東京電力さんのほうです。 

  まず、福島県さんのほうにお伺いします。今日のご説明で、先ほどもお話があ

ったと思うんですが、夫沢地点から測定地点を変える変更の話、土壌採取地の変

更についての質問とコメントになります。 

  新しい新採取地のところの選定条件とか、その事情とかのご説明は理解しまし

た。その上でなんですが、最終的にその分析結果を示していただいて、昨年の５

月と６月の結果が出ていると思っています。夫沢の地点と新しい地点での核種濃
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度がほぼ倍近く違っていると、セシウム１３４・１３７が。それから、空間線量

率はむしろ低くなっているという結果のご報告がありました。これについてなん

ですが、１回の測定だけで、この分析結果から今後変えますというよりは、もう

少し検討をされていないのでしょうか、というのが１つです。どういうことかと

いいますと、具体的には、例えば東京電力さんは、この地点の近くのところで測

定をされているのではなかったかなと思います。今回の報告の次年度の計画のと

ころではそういう地点が入っていたと思うので、これまで測定があるんだったら、

参考としてそれらと比較ということもできないのでしょうか。その結果、この核

種濃度等が妥当なのか否かというようなことをもう少し検討していただく必要が

あるのではないかと私は感じました。 

  具体的には、会津のほうのお話だと、例えば上水はあまり本質的に変わらない

ところから来ているので値が変わりませんよというふうなところまで書いてあり

ました。それに対して、こちらのはそういう点ではやや検討不足のような状況で

はないかと感じました。また、空間線量率についても、この周辺のところで建物

が建設されているんだというお話なのですが、じゃあもし東京電力さんのほうで

空間線量率の話があって、建物が建設されていない状況からの測定結果があって、

それで確かに建築物の影響がありそうだったら、それをエビデンスという形で話

ができると思います。ちょっとその辺が唐突な感じの結論になっているような気

がいたしましたので、ぜひご検討いただければと思います。これが県へのコメン

トです。 

  続いて、東京電力さんのほうなんですが、東京電力さんのほうのご説明で、２

４ページでしたか、福島第一発電所の測定分としての土壌のアルファ線放出核種、

それから第二発電所のほうも第１四半期採取分という形の結果が示されていまし

て、事故前の値というのは横棒が引いてありますが、中のコメントといいますか

本文のところでは、福島県測定値参照と、福島県さんのほうの測定された結果を

参照されているというコメントがあります。僕こういうふうに、先ほどの福島県

の場合もそうですが、お互いに双方にやっぱり補うことがあってもいいのではな

いかと思います。こういうことを僕は評価すべき点だなと思います。 

  ただ、もしそうだとしたら、福島県さんの測定値参照値を、この表の中に括弧

か何かで記載してもらって、下に注でもつけてもらうほうが、より分かりやすい
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という気がします。ですから、ちょっとそういう工夫もしていただけるとありが

たいと思います。 

  あわせて見ますと、福島県さんのほうの結果、今日のところからいうと多分１

－１の３５ページぐらいを見ると、土壌の結果が、福島県さんの場合があって、

事故前はプルトニウム２３８はというところでいうと、１Ｆ近傍であろうと１Ｆ、

２Ｆ周辺であろうとＮＤから０．０３ぐらい。それに対して、プルトニウム２３

９＋２４０はＮＤから０．４くらいの幅があるというふうな結果が示されていま

すので、この辺のところを使っていただきたいと思います。しかし、それに対し

てコメントの中で、１Ｆのほうに対してプルトニウム２３８に関しては事故の影

響と思われますというふうに書かれているのに対して、ほかの核種に対してはそ

ういう考え方はしないのでしょうか。かえって、ここにこのように特筆されてい

るので気になりました。その点について、東京電力さんはどのようにお考えなの

かということを、もしここでご回答していただけたら聞きたいと思います。 

○議長 

  今２つ、福島県とそれから東京電力への質問でございますので、最初に県のほ

うへの質問に対して、では事務局からお願いいたします。 

○事務局 

  福島県環境放射線センターの安齋です。ご質問いただきました福島県への分に

ついての回答なんですが、まず１点目、核種濃度の結果についてなんですが、こ

ちらにつきましては、東京電力さんのほうではこの近場で採取されているという

ことですので、ちょっとその辺のデータも確認させていただきたいなというふう

に思っております。 

  ２つ目としまして、空間線量、濃度が高いほうが空間線量率が低くなっている

ということ、こちらについて理由のほうを米印２のほうに記載させていただいて

いるんですが、こちらにつきましては、採取地点周辺において何ポイントか空間

線量率を測定しまして、その結果をもとに土壌とか建物とか、あと道路の除染に

よる線量低下があったのではないかということで、周辺の空間線量率測定を行っ

た上で検討した結果になってございます。 

○岡嶋委員 

  分かりました。もし可能なら、じゃあ複数箇所測定の結果からというふうに、
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もう少し記載いただくほうがいいのではないかなと思いますので、ご検討いだけ

ればと思います。 

○議長 

  では、今のお話の件については、さらに記載のほうの検討などもしていただき

たいと思います。 

  それでは、あと東京電力さんへのご質問もありましたので、回答をお願いいた

します。 

○東京電力 

  東京電力福島第一の今野でございます。資料１－３の２４ページのアルファ核

種に関する岡嶋委員からのご質問ですが、まず初めに注記のアドバイスをいただ

きましたが、こちらに関しましては福島県のほうのデータを注記等で記載する方

向で検討させていただきます。 

  ご質問がありましたアルファ核種を測定しております４核種につきましては、

事故前から天然にある核種は、アルファ核種の２番目と３番目に記載しておりま

すプルトニウム２３９＋２４０及びアメリシウム２４１については、測定します

と常に検出されておりますが、この核種については事故前から存在しているもの

と考えてございます。これに対し、プルトニウム２３８とキュリウム２４４につ

きましては、こちらは震災前は通常あまり検出されないもので、事故後、事故に

より環境にフォールアウトされて検出されているものと考えてございます。 

  東京電力からの回答は以上となります。 

○岡嶋委員 

  私もそうは思っているんですが、福島県さんのデータで事故前のところでＮＤ

から０．０３というのがプルトニウム２３８では書かれているのですよね。そう

なると、今のようなご見解の部分をもう一回再検討される必要があるのかないの

かと少し考えまして、ご質問させていただきました。ぜひ、その辺のところは、

私コメントしました括弧書きでも事故前の値を少し入れてもらうということと含

めてご検討いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○東京電力 

  記載する方向で検討させていただきます。 

 



- 25 - 

○議長 

  それでは、大越委員お願いいたします。 

○大越委員 

  資料１－２と１－３についてちょっと質問させてください。 

  資料１－２なんですけれども、令和３年度の実施要領の案の２ページ目、区分

６の海底土のところの採取量の３キロというところに下線が引かれているんです

けれども、下線が引かれているところは変更箇所かなと思うんですけれども、表

紙の変更にはこの採取量の変更の値が載っていないので、変更なのかどうか確認

をさせてください。 

  次の１５ページ目になりますけれども、ガンマ線放出核種濃度の話が載ってい

るんですけれども、ここに指標植物、松葉の話はあるんですけれども、ほんだわ

ら、指標海洋生物の話がないので、記載が足らないのではないかというふうに思

いました。 

  あと、細かな話なんですけれども、指標植物の灰化物の対象核種のコバルト６

０の後ろのカンマが１個余分という点、これ単に誤記でございます。以上が１－

２のコメント、質問です。 

  次に、続けて１－３について質問だけさせてください。 

  ５７ページ以降に福島第二原子力発電所の空間線量率の変動グラフが載ってい

て、１０月１０日前後ぐらいのところにちょっとシャープなピークが表れていて、

そこで雨が降ってはいるようなんですけれども、ちょっとほかの雨が降っている

ところとピークの高さ、変動割合が大きいかなというあたりが気になりますので、

その点について何か東電さんのほうで検討されていることがありましたらご回答

をいただければと思います。 

○事務局 

  資料１－２の要領の２ページのナンバー６番の海底土の採取量についてでござ

いますが、こちらは今年度の計画の採取量の数値から変更してございます。説明

が不足してしまいまして大変申し訳ございませんでしたが、資料１－２の１ペー

ジ目につきましては、主な変更点ということで書かせていただいておりましたの

で、こちらについては表紙には明記していなかったということでございました。

実際には、今年度の計画上ですと７キロを採取して分析をしていたところでござ
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いますが、実際の分析の供試料量自体は７キロよりも少ない数量でございまして、

採取量を３キロとしたとしても、分析については特段支障がないというふうに判

断をいたしましたので、来年度からは３キロで採取したいなというふうに考えて

おりました。 

  続きまして、要領の１５ページでございますが、海洋指標生物のほんだわらの

部分がないではないかということでございますが、おっしゃるとおりでございま

すので、追記する方向で資料のほうを訂正させていただきたいと思います。また、

指標植物のコバルト６０の右隣のコンマが２つあるので、こちらについても訂正

させていただきたいと思います。 

○大越委員 

  了解しました。 

○議長 

  それでは、資料１－３のご質問について、東京電力さんお願いいたします。 

○東京電力 

  東京電力の福島第二の田中のほうから回答させていただきます。 

  １０月の中頃に多少高いピークがあるということについての考察と承りました。

こちらは、降雨があるということは事実としてはあります。そのほか、プラント

からの放出は当然ありません。ダストモニタによる変動もありません。よって、

降雨による影響というふうに考えてございます。 

○大越委員 

  はい、分かりました。 

○議長 

  それでは、藤城委員お願いいたします。 

○藤城委員 

  先ほど質問しようと思ったのは、１つは１－３の資料の２４ページの件で、こ

の辺は岡嶋委員がもう既に詳しく聞かれたので、ダブるので質問しないことにい

たします。 

  もう１つは、会津若松の浮遊じんの測定場所の変更についてなんですけれども、

これは比較試験結果としては測定値がＮＤになっているので変化はないんですけ

れども、浮遊じんについてはかなり環境の影響、特に建物ですが、影響がいろい
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ろあると思うので、これらにも気をつけて、環境の違いについての検討も頭に置

いておいていただいて、これからのデータを読んでいただけるとありがたいと思

います。 

○事務局 

  コメントありがとうございます。今後も注視してまいりたいと思います。 

○議長 

  それでは、高坂原子力専門員お願いいたします。 

○高坂原子力総括専門員 

  １件目は、福島県なんですけれども、やはり区域にいろいろ測定しているので、

やっぱり採取地とかそういうやつの変更ってどうしても出てくると思うんです。

そうした場合の説明をやっぱり技術的にきちんとしていただきたいということの

お願いなんですけれども、そうした場合、参考資料１を見て、先ほど岡嶋先生か

らコメントあったのでダブるので言いませんけれども、この大熊町の夫沢地点の

土壌の採取地の変更については、やはり後ろの２ページの後半見ると、結果とし

て２倍になりましたと書いてあるだけで、だからどうなのかという評価がないの

で、この辺のところはきちんと継続性とか、従来のほかの地点との比較してみた

場合に、これくらいの値はしようがないんだと、妥当なんだと、これをベースに

今後継続的に監視していくことにしたというふうなことを、ちょっとやっぱりそ

の辺の根拠をきちんとしていただきたいということですけれども、そうした場合

に、これがきちんと反映されているかというのを、１－１の資料の３１ページご

覧いただくと、３１ページに土壌のところがあって、下の注記の３で、今の夫沢

地区の変更をしましたということで書いてあって、そこに測定値が上のところの

セシウム１３７と１３４と思ったけれども、その測定値の最大値が今回これ反映

していると思いましたらば、先ほどの参考資料のほうは、セシウム１３７が１，

７００になっているし、１３４ですね、１３７は３２万になっている。これが整

合していないんですけれども、これ反映したのであれば、きちんと反映しておい

ていただきたいと。間違いじゃないかと思うんですけれども、そういうこともき

め細かく見ていただきたいというのが１つ目で、それで、あわせて今回来年度の

計画の変更が、測定の変更が資料の１－２でございました。それで、２のほうに

主な変更点ということで、ほんだわら、松葉の前処理法を変えますということで、
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灰化処理を行うことによって検出限界を上げるんだという説明があります。これ

についても、これで妥当なのかどうか、やっぱり定量的な説明が必要なので、こ

ういうことなので検出限界の向上にこういうことで図れるからこの方法にしまし

たということだとか、２番目の松葉の採取頻度の変更も、年４回から秋期の１回

に変えるので、それ妥当性があるんだということを言っているんですけれども、

そしたら年４回のデータの例を示していただいて、確かに秋期の１回に統合して

も問題ないというようなね、要は定量的な技術的な説明を追加していただきたい

と思います。 

  ３番目の山田岡地点の変更も、これも変更するしか書いていないので、変更理

由はここに書いてあるとおりだと思うんですけれども、これ変更した場合に、こ

ういう地点の選び方が妥当なのかとか、それから測定値の継続性で見てみた場合

問題ないのか、そういうところをちょっと技術的な根拠をきちんとしないと、あ

まり説明性がないんじゃないかと思うんですけれども。４番目は先ほど説明があ

ったのでいいんですけど、そういうことを、今後計画書の説明については追記し

ていただきたいと思いました。それが福島県ですね。 

  それから、東京電力のほうは、資料の１－３で説明あったんですけれども、事

前に各委員に配られた資料は、先ほど課長が言われた２Ｆのところの分析中と書

いたデータがやっぱり入ってなくて分析中になった資料が多分配られていました。

今日現場で配られた資料は、新しいデータのＮＤだとか何か入っていたみたいで

すけれども、やっぱり最新版を委員に送っていただきたいと思いまして、それで

特に３６ページ、３７ページに、１Ｆの粒子状の物質が分析中だと書いてあるん

ですけれども、これよく見ると第３四半期の報告書なんですよね。今は第４四半

期なので、いまだにまだ分析中というのが非常に納得できないんですけど、こう

いうものはきちんと間に合わせるようにしていただかないといけないので、遅れ

る理由があったら特に聞いても仕方ないかもしれませんけれども、もし必ずしも、

２期必ず遅れるんだというのであれば、報告書の内容は２期前のデータを載せる

とかなんかしないと、毎回ちょっとこういう分析中が残ってしまうというのは報

告書として適切じゃないので、この辺東京電力さんにちょっとその辺の説明をお

願いしたいなと思いました。 

  それから、資料１－４のもう一つ時間ないので止めますけど、令和３年度の基



- 29 - 

本計画が東京電力さん配られまして、この説明見ると、全然変更ないという内容

になっているかと思ったら、一部年４回の採取していたものを年１回に変えるな

んていう変更点もあったという説明があったんですけれども、口頭で。やっぱり

基本計画の前年度からの変更については、やっぱりこういうことが変更あるんだ

ということを、福島県が出しているように、変更している内容については１枚紙

をつけていただいて、その理由とその適正性とか問題ないんだということも含め

て説明していただいて、それを基に基本計画やるというふうなことにしていただ

きたいんですけれども。 

○議長 

  それでは、県のほうから回答お願いします。 

○事務局 

  冒頭にお話されてございました夫沢地点の土壌の地点の参考資料１の数値が資

料１－１の３１ページ目と合わないのではないかというご質問だったかと思いま

すが、参考資料１の数値につきましては、地点変更する前の並行試験の数値を掲

載してございます。ですので、地点変更前に採取した令和２年６月の数値を参考

資料１に掲載してございます。一方、資料１－１の３１ページに掲載している数

値につきましては、こちらは第３四半期に測定した地点変更後の採取したデータ

になってございますので、令和２年１１月の試料の数値になってございますので、

数値が異なるものでございます。 

  続きまして、資料１－２の、計画の変更する際には技術的な根拠を説明するよ

うにというご指摘だったかと思います。ご意見を踏まえまして、今後地点を変更

するとか、そういった変更する場合には、そういった技術的な根拠を説明できる

ような資料の精査などをしていくよう努めてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○高坂専門員 

  はい、分かりました。 

○議長 

  それでは、続けて東京電力さんお願いいたします。 

○東京電力 

  東京電力福島第一の今野でございます。今回、分析結果につきましては、当日
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の資料変更となってしまい申し訳ございませんでした。経緯についてご説明させ

ていただくと、分析につきましては第３四半期分、１２月分までを１月になって

から分析を開始いたします。今回分析の中にはストロンチウムの分析も含まれて

おりますので、時間がかかってございます。それで、モニタリング部会の開催の

タイミングによる状況によりまして、通常は記載できる、掲載できることが多い

んですが、この２月に開催するときには、いつもちょっと早めに開催されており

まして、分析が間に合っていないという状況でございます。先に委員の先生方に

資料を送らせていただいておりますが、その際には福島第一、福島第二も含めて、

まだ測定中となってございました。今回、福島第二のほうが測定結果が出ました

ので、最新版として当日に反映させていただきました。今後につきましては、な

かなか分析を早くするということはできない状況でございますが、今までも分析

中になっておりましたものは、次の部会の際に追加でご報告させていただくとい

うことをしてございました。 

  また、もう一つご指摘がありました変更点について、紙等で説明するべきとい

うことに関しては、なるべくそのように明確にするように努めてまいりたいと思

います。 

○高坂専門員 

  分かりました。分析中というのは、理由多分ストロンチウムが非常に時間かか

るとあるんですけれども、資料１－３の３６ページ、３７ページはストロンチウ

ムの測定値が入っていないですよね。これはセシウムだとか全希ガスだとかヨウ

素だとかいうふうに限られているので、今のストロンチウムがあるのでという理

由じゃなくて、ほかにも多分時間かかるやつがあるんじゃないかと思うんですけ

ど、まあ時期的な問題があればしようがないので、ただその辺が、これは一応こ

ういう分析で時間を要しているので、書き方はどうなるか分かりませんけれども、

次回の報告書に記載とか、何かそういう注記をしておいていただくと、何か分析

中でほってあるという印象が非常に悪いので、その辺はそういうこともちょっと

考えていただいたほうがいいんじゃないかと思います。簡単にちょっと注記して

いただくとか、目立たないように。ここがそういう理由で遅れるのはしようがな

いんだというのであればですね。ただ、一応継続的に連続して監視していくとい

うのは重要なので、できるだけやっぱり状態が早い時期に報告書というのはちゃ
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んとまとめていただきたいと思うんですけれども、２Ｆのほうは間に合ったとい

うお話があったみたいですけど、１Ｆもできるだけ早くなるよう努力していただ

きますけど、もしそういう理由があって、どうしてもしようがないのであれば、

その旨を簡単にちょっと、次の報告書に載せますとか、そういうことを書いてお

いていただければ安心するので、ご検討ください。 

○東京電力 

  東京電力でございます。ご指摘ありがとうございました。 

○議長 

  ただいまいただいた、その分析中というものについての取り扱いですけれども、

ちょっと議長のほうから事務局に確認したいんですが、こういうモニタリング部

会の中では分析中という資料で議論せざるを得ないんですけれども、この最終的

な取りまとめた報告書、第２・第３・第４四半期の報告書という形で公表する際

には、その分析中というところはそのままなのか、それとも数値を入れた形で最

終的には上げているのか、それとも次の四半期の報告書の中に、前の四半期のも

のを入れているのか、その辺はどういうふうに整理を今されているか、ちょっと

確認をしたいと思いますが。 

○東京電力 

  今回の部会当日までには間に合わず、分析中という資料にはなっているんです

けれども、最終的に全ての資料を評価して、資料が整って評価後の報告書をアッ

プする、ホームページに載せる段階で間に合えば掲載するような形にはしたいと

思いますので、そのように考えております。 

○議長 

  いずれにしても、公表されるデータというものが確定したデータということに

なりますので、その際にはなるべく分析中というものがないように、ただどうし

ても分析中というものがあれば、そこは次回に報告するということを注記するな

り、また次回の報告書にはきちんと前回の四半期のものですということを明記す

るなりということで整理をしてください。また、この部会での資料の作成のほう

も、そうした点分かりやすくなるように、県それから東京電力さんのほうでも取

り扱いをよろしくお願いいたします。 

  それでは、大分時間が超過してしまいましたので、これまでの資料についての
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質疑のほうはここで終了させていただきたいと思います。皆様からたくさんのご

意見、ご質問いただきました。それを踏まえて資料の修正等していただくととも

に、また宿題ということで検討するということになったものもたくさんございま

したので、それについても引き続き検討して、内容が分かれば次回報告するなり、

この部会で報告をお願いしたいと思います。引き続き、県それから東京電力にお

かれては、モニタリングの結果について適切な評価をして、県民に分かりやすく

情報提供していただくということをお願いして、ここまでの整理とさせていただ

きます。 

  それでは、議事のほうを進めさせていただきます。 

  続いて、議事の（２）海域モニタリング等についてでございます。 

  こちらも東京電力それから原子力規制庁から説明を受けた後に、まとめて質疑

を行います。 

  それでは、早速東京電力から、資料２－１、それから資料２－２について説明

をお願いいたします。 

○東京電力 

  資料２－１につきまして、福島第一港湾内･周辺海域の海水モニタリング状況に

つきまして、東京電力福島第一の今野のほうからご報告いたします。 

  まず、１ページをご覧ください。 

  １ページのほうには、１～４号機取水口開渠内の海水サンプリング結果につき

まして掲載してございます。こちらは、真ん中に開渠内の図を示してございます

が、左側のメガフロート付近でサンプリングしておりますのが、青い枠で囲って

おります開渠内の北側と呼ばれるところでございます。赤の枠で囲ってございま

すのが、南側と呼ばれます排水路の排水地点付近で取っております試料になって

ございます。こちらにつきましては、２０１５年に海側遮水壁を閉合してござい

ますので、それ以降は放射性物質濃度は低くなってございますが、降雨時に一時

的な上昇が見られる状況でございます。また、開渠内の中央にシルトフェンスを

移設してございますが、それ以降はセシウム１３７濃度、またストロンチウム９

０、トリチウムなどにつきましては、南側と比較して北側は低めであるというよ

うな、ちょっと濃度差が生じてございます。 

  ２ページのほうには、港湾内の海水のモニタリング、サンプリング結果を示し
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てございます。海水につきましては、海側遮水壁閉合後につきましては、港湾内

の１～４号機取水口開渠の外側になりますが、こちらのほうでは海水の放射性物

質の濃度が低下してございます。現在まで低濃度で推移してございます。特に有

意な変動はございません。 

  ３ページでございますが、港湾外の海水のモニタリング結果になってございま

す。港湾外につきましては、各採取地点は従来より低い濃度でございましたが、

ほとんど検出限界以下となってございます。また、左下の５・６号機の放水口北

側Ｔ－１と呼ばれるところと、あと右下のグラフになりますが、南側放水口Ｔ－

２と呼ばれるところにつきましては、こちらにつきましては天候や海流の影響な

どによって若干変動が見られてございます。 

  ４ページになりますが、こちらは福島第一から１０キロ圏内の海水のモニタリ

ング結果になってございます。左下のグラフが請戸港南側Ｔ－６という場所、右

上が請戸川沖合３キロメートルＴ－Ｄ１、右下が福島第一敷地沖合３キロＴ－Ｄ

５と呼ばれる地点でございますが、昨年の台風以降、少し濃度が上昇しておりま

したが、至近におきましては台風前とほぼ同じレベルまで低下してございます。 

  続きまして、５ページでございます。こちらは、福島第一から１０キロから２

０キロ圏内の海水のモニタリング状況でございます。こちら、左下が福島第二の

北放水口付近Ｔ－３で、右上が福島第一の敷地沖合１５キロＴ－５、右下が福島

第二の敷地沖合３キロになりますが、こちらにつきましても同様に台風以降に若

干上昇傾向が見られてございましたが、至近では台風前と同レベルで推移してご

ざいます。 

  ６ページのほうには、参考としましてメガフロートの工事の進捗状況とモニタ

リング状況を示してございます。メガフロートにつきましては、２０２０年度に

着岸しておりまして、内部充塡が完了してございます。現在につきましては、  

護岸工事のほうを行っております。 

  ７ページ、８ページのほうには、参考としまして敷地内の地下水のモニタリン

グ状況を示してございます。地下水につきましては、おおむね過去の変動範囲内

で推移しておりまして、特筆すべき変動は見られてございません。 

  以上が海水モニタリング状況のご報告となります。 

  続きまして、資料２－２の福島第一の２０キロ圏内の海域におきます魚介類の
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測定結果につきましてご説明いたします。 

  まず、定点モニタリング結果になりますが、（１）としまして底曳き網により

ます測定結果をご説明いたします。 

  まず、２地点、Ｔ－Ｂ１、Ｔ－Ｂ２と言われます小高沖、請戸沖になりますが、

こちら１２月に採取を予定してございましたが、海難事故がありまして、これに

伴う傭船都合により、調査は中止となってございます。 

  ２ページをご覧ください。 

  ２ページに、福島第一より１０キロ圏内のＴ－Ｂ３の地点の、１２月２４日に

採取いたしました結果を掲載してございます。こちらにつきましては、全て検出

限界未満となってございます。 

  ３ページになります。こちらは同じく福島第一から１０キロ地点となりますが、

Ｔ－Ｂ４、こちらは２Ｆの沖合１０キロとなってございます。こちらも１２月２

４日に採取してございますが、全て検出限界未満となってございます。 

  続きまして、４ページになります。４ページからは、（２）としまして刺し網

調査の測定結果となってございます。こちらにつきましては、検出限界を超えた

ものがございます。まず、Ｔ－Ｓ３としまして、請戸川沖合３キロ地点にござい

ます。こちらが１２月３日に採取してございますが、アカエイで合計３．８ベク

レル／ｋｇ、あとマコガレイで４．１ベクレル／ｋｇを検出されてございますが、

基準値は１００ベクレル／ｋｇとなってございますので、基準値と比較すると低

い濃度で検出となってございます。 

  ５ページのほうでは、検出されたのはＴ－Ｓ５となってございます。こちらは

木戸川沖合２キロの地点になりますが、１２月１０日に採取いたしまして、イシ

ガレイで３．８ベクレル／ｋｇ、それからコモンカスベで３．３ベクレル／ｋｇ

と検出されてございます。また、Ｔ－Ｓ８、こちらは熊川沖合４キロ地点となっ

てございますが、１２月１７日に採取をしておりまして、ババガレイで３．４ベ

クレル／ｋｇと検出されてございます。 

  続きまして、６ページになります。こちらのほうには放射性セシウム濃度の測

定魚種と最大値、今年度の１０月から１２月の至近３か月の測定結果をまとめて

ございます。一番高かったのがガザミで、最大値が７．９ベクレル／ｋｇとなっ

てございます。９魚種で検出限界値を超えてございますが、基準値の１００ベク
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レル／ｋｇを大きく下回っている状況でございます。 

  ７ページに、放射性セシウム濃度の基準値超えと不検出の割合を示してござい

ます。緑の丸の線でつないだものが不検出の線になりますが、左の縦軸に割合を

示してございますが、至近におきましては９０％以上が不検出となってございま

す。下のグラフは、基準値を超えた魚種の割合となってございますが、こちらの

ほうも至近では基準値１００ベクレル／ｋｇを超えたものはない状況でございま

す。 

  続きまして、８ページに魚種別のセシウム濃度の経年変化を示してございます。

左上にヒラメ、アイナメ、コモンカスベ、ババガレイの測定結果を示してござい

ます。事故以降、セシウム濃度の低下傾向が見られてございます。 

  ９ページには、福島第一の港湾内の魚類の捕獲状況を示してございます。かご

網につきましては、２０１７年１１月より廃止してございます。２番として、港

湾内の底刺し網の状況でございます。まず、２０２０年１０月にスズキを測定し

まして、１７ベクレル／ｋｇという測定結果が出てございます。また、１１月に

はヒラメを分析しまして、こちらは７１ベクレル／ｋｇという結果が出てござい

ます。１２月以降につきましては、試料損傷のため測定対象なしという状況とな

ってございます。 

  最後に、１０ページをご覧ください。１０ページは、こちらは福島第一の港湾

口の刺し網の測定結果になってございます。まず、１１月にヒラメの測定を実施

しておりまして、セシウム１３７で１４ベクレル／ｋｇという測定結果が出てご

ざいます。１２月につきましては、測定対象なしとなってございます。１月１３

日にホシガレイが採取してございますので、こちらにつきましては測定中となっ

てございます。 

  以上が魚介類の測定結果になります。報告は以上となります。 

○議長 

  続けて、原子力規制庁さんから資料２－３について説明をお願いいたします。 

○原子力規制庁 

  原子力規制庁福島第一原子力規制事務所、上席放射線防災専門官の實松でござ

います。 

  それでは、資料２－３について説明させていただきます。資料２－３の構成で
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ございますが、１枚目は解析結果をまとめて記載した格好になっております。 

  別紙として解析結果の詳細について取りまとめているものでございます。別紙

が８ページまでありまして、さらにその後ろに、右上に別紙資料、四角囲みです

が、記載したものということで基礎データを添付しております。 

  それでは、１枚目に戻っていただきまして、こちらから説明したいと思います。

では、ご説明いたします。 

  今回、令和２年度の第３四半期報ということで、こちら総合モニタリング計画

に基づきまして関係機関が実施し、原子力規制庁が令和２年１０月１日から１２

月３１日までに公表した結果について、まず１枚で取りまとめております。 

  続きまして、２枚目からの別紙に移らせていただきます。 

  まず、Ⅰとして、福島県の陸域と海域の環境モニタリング結果を記載しており

ます。 

  まず、陸域の１の空間線量でございます。前回公表分より総合モニタリング計

画が触れております走行サーベイ、航空機モニタリング、避難指示区域等を対象

とした詳細モニタリングにつきまして、情報公開サイトへのリンクを掲載いたし

ました。積算線量は、７月から９月期の９１日における積算線量測定値を記載し

ております。詳細データは、別紙資料の２ページにございます。積算線量につき

ましては、各測定箇所に特別な変化はありませんでした。 

  ２の大気浮遊じんの放射性物質濃度の詳細データは、別紙資料の３から８ペー

ジに記載してございます。 

  まず、原子力規制委員会実施分になります。 

  ３ページから４ページに２０キロ圏内の８月、９月、１０月分、５ページに２

０キロ圏内の採取場所を記載してございます。６ページに２０キロ圏内の８、９、

１０月分を記載してございます。 

  次が、福島県実施分になります。 

  ７ページに２０キロ圏外の採取場所となる福島市の８月、９月、１０月分を記

載してございます。 

  ８ページには、これらの大気浮遊じんの測定地点の地図がございます。 

  次に、別紙２ページに戻っていただきます。 

  ②に福島第一原子力発電所から２０キロ圏外５地点の調査結果をお示ししてお
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りますが、セシウム１３７濃度の最大値が０．００１１ベクレル／ｍ３となってお

り、これは前回最大値の１０倍程度になります。該当の結果は、６ページの上か

ら３枠目のナンバー３０２、双葉郡浪江町下津島の１０月分でございます。これ

につきまして、３ページ冒頭にアスタリスク１として補足説明しておりますが、

本調査期間における最大値が観測された下津島の採取場所周辺では、採取期間の

１０月２７日から１０月２９日中に除染作業として除草が行われており、これが

濃度上昇の要因になっているものと推測されます。大気中の放射性物質濃度は、

全体的に減少傾向にあって、特別な変化はなかったということであります。 

  続いて、３ページの３、月間降下物についてですが、こちらは別紙資料の９か

ら１１ページに９月から１１月の詳細データを、また、１２ページに過去からの

トレンドグラフを記載しております。９月から１１月の福島県における月間降下

物の結果ということでございますが、月間降下物について、こちらも全体的に減

少傾向にあって、特別な変化はなかったということでございます。 

  ４の海水の放射性物質濃度につきましては、①福島第一原子力発電所近傍海域、

②福島第一原子力発電所沿岸海域のエリアに分け、測定結果を記載しております。

また、これらに続きまして、③として福島県その他の沿岸、宮城県、茨城県の沿

岸地域、そして④として福島第一原子力発電所沖合の測定結果公表サイトへのリ

ンクを掲載いたしました。 

  １Ｆ近傍海域海水の放射性物質濃度につきましては、別紙資料１４から１８ペ

ージに、東京電力実施分、原子力規制委員会実施分、福島県実施分の順番で測定

結果をお示しし、それぞれセシウム１３７及びストロンチウム９０のトレンドグ

ラフ、２２ページには採取場所を記載しております。 

  １Ｆ沿岸海域海水の放射性物質濃度につきましては、別紙資料の１９ページに

福島県実施分の測定結果、２１ページにトレンドグラフ、２３から２６ページに

東京電力実施分の測定結果と、２７ページにＴ－３、Ｔ－５、Ｔ－６の３ポイン

トについてのセシウム１３７のトレンドグラフ、２８ページに採取場所を記載し

てございます。 

  ４ページからの発電所近傍海域のストロンチウムでございますが、東京電力の

８月測定分における濃度上昇について言及させていただきました。別紙資料の１

５ページ下のトレンドグラフがストロンチウム９０の濃度推移になりますが、８
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月に濃度の上昇が見られます。これらについて、福島第一原子力発電所近傍海域

のＴ－１、Ｔ－２について、令和２年８月にそれ以前の変動の水準を超えるスト

ロンチウム９０の変動が見られました。この変動につきましては、「降雨と潮の

満ち引きが原因になっているものと推測されます」としております。 

  さて、前回公表分の内容になるんですが、昨年１０月の２つの台風以降で、こ

れらの大雨影響と思われる海水中濃度の一時的な上昇がいくつかの採取場所で観

測され、その後も沿岸部におきまして測定値の変動が見られました。現在では、

海水のセシウム濃度には全体的な減少傾向が戻っております。今回の別紙資料２

７ページのＴ－３とＴ－６のトレンドグラフは、台風以降の変動が見られます。

採取地は別紙資料２８ページを参照いただきたいと思うのですが、Ｔ－３は福島

第一原子力発電所の南側、富岡町南側の沿岸部となり、Ｔ－６は福島第一原子力

発電所の北側、浪江町沿岸で、こちらは請戸川河口域になります。福島第一原子

力発電所の沖合方向１５キロメートルのＴ－５では、こうした変動は見られませ

んでした。 

  前回公表分では、別紙４、海水の放射性物質濃度と、５、海底土の放射性物質

濃度の項目の中で、それぞれ２つの台風に伴う大雨により、陸域のセシウムの付

着した土壌が河川を経由し海域に移行したことによる影響と推測される。の文章

を入れることといたしました。遅ればせながら報告いたします。 

  ５の海底土の放射性物質濃度につきまして、４の海水の放射性物質濃度と同様

に、③としまして福島第一原子力発電所沖合海域の測定結果公表サイトへのリン

クを記載しております。別紙資料の３０から３３ページに東京電力実施分の１Ｆ

近傍・沿岸海域の測定結果とトレンドグラフを、３５から３７ページに福島県実

施分の１Ｆ近傍・周辺海域の測定結果とトレンドグラフを記載し、両者の採取場

所を３４ページにお示ししてございます。海底土につきましても、海水と同様、

全体的に減少傾向にあり、特別な変化がない状況に戻っています。 

  別紙に戻っていただきまして、７ページのⅡでございますが、８ページにかけ

まして、全国のモニタリング結果ということで、測定結果掲載サイトへのリンク

等を記載してございます。 

  資料２－３についてでございますが、駆け足でございますが説明させていただ

きました。 



- 39 - 

○議長 

  それでは、今説明あったものについての質疑、ご意見等いただきたいと思いま

すが、すみません、議長の進め方が悪くて、大分時間が押しておりますので、専

門委員それから市町村さん、特に市町村さんは先ほどのご質問もちょっと飛ばさ

せていただいて大変申し訳ございませんでした。ということなので、専門委員の

皆様についてはただいまの説明について、それから市町村そのほかの方につきま

しては、今日の説明資料全体について何か質問等がございましたらお受けしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、高坂原子力総括専

門員からいただいているようなので、ご質問お願いいたします。 

○高坂専門員 

  簡単に。まず、東電さんの２－１の資料ですね、よくまとまった資料で分かり

やすいと思うんですけれども、例えば１ページに１１月ぐらいにストロンチウム

９０が１～３・４号機の取水口内北側と、それから下の赤いところの南側で、１

１月にちょっとトッペンテキに上昇しているんですけれども、こういうものがあ

る場合は、これがこういうことだと思われると、台風の影響だとかいろいろある

かもしれませんけれども、そういうことが書いてないので、これ見たときに安心

するように、注記をぜひつけていただきたい。１１月にストロンチウム９０が有

意に上昇しているので、同じ意味だと４ページ、先ほど説明がありましたけれど

も、海水サンプリングで台風の影響で一時期上昇が見られますと、そしてその後

現状は収まっておりますという説明されたので、ああいうことも大事なので、こ

れを見たときに分かるようにぜひ注記をつけていただきたいと思いました。 

  それから、８ページの参考にある敷地内地下水のモニタリングについても、こ

れも同じように右の２つのナンバー２－７とナンバー２－６のところにグリーン

が突出しているのがあります。これは多分トリチウムと全ベータだと思うんです

けれども、それのところもちょっと注記をつけていただいて、こういうことなの

で一遍的に出たけれども、その後正常値に戻っておりますから大丈夫ですという

ようなことも分かるように、ちょっと注記をつけていただきたい。せっかく資料

がよくできているので、それを見て県民の方が安心して分かるようにしていただ

きたいと思いました。 

  それから、資料の２－２については、先ほど検出限界以外の魚が採取されてい



- 40 - 

るということがあって、４ページ、５ページ見ると、発電所から１０キロ以内で

は北側のＴ－Ｓ３とＴ－Ｓ８、それから１０キロを超えるものは逆に福島の第二

のところに近づいていて、Ｔ－Ｓ３の南側で見られているんですけれども、こう

いうやつも少しちょっと、こういうことで見られたんだけれども、どうこうとい

う評価がないと分からないので、それをどこかに書いていただきたいと。６ペー

ジに、多分採取された最大値の中に今のデータが反映されていますけれども、ち

ょっとその辺の簡単な評価を追記していただきたいなと思いました。 

  それから、２－３の規制庁さんの説明は、非常にトレンドグラフとかいろいろ

あって、口頭で随分こういうことだと思われる、台風一過で何とかだとか説明さ

れたので、ああいうものもできればこの報告書のどこかにお話しされた内容を簡

単に１ページぐらいにまとめて、要は解析なので、規制庁さんとしての分析結果

みたいな考察みたいなのを載せていただけないでしょうかというお願いでござい

ます。 

○議長 

  それでは、２－１の資料について、東京電力さんのほうからお願いいたします。 

○東京電力 

  東京電力福島第一の今野でございます。ご指摘いただきましたとおり、１ペー

ジのストロンチウム等上昇しておりますのは、降雨等の原因と考えてございます

が、理由等につきましては可能な限りコメントを記載していきたいと考えてござ

います。 

  続きまして、資料２－２の魚介類などでございますが、検出された魚につきま

しては、なかなか評価というのは難しいところもございますが、検討させていた

だきます。 

○議長 

  それでは、規制庁さんお願いいたします。 

○原子力規制庁 

  原子力規制庁、實松でございます。ご指摘誠にありがとうございました。 

  今いただいた件については、東京の本庁監視情報課のほうに伝えさせていただ

きますので、今日のところはすみません、それだけ申し上げさせていただきます。 
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○高坂原子力総括専門員 

はい、お願いいたします 

○議長 

  田上委員お願いいたします。 

○田上委員 

  先ほどのストロンチウムの件について質問があるんですが、規制庁さんの評価

ですと、資料２－３の４ページにありますように、この変動につきましては降雨

と潮の満ち引きが要因になっていると推測されますというふうに書いてあるんで

すが、これに関してはトレンドグラフが書いてあります。トレンドグラフを見る

と、いくつかマークしてあって、いかにもそれが原因かのように書かれているわ

けですけれども、ほかの月もちゃんと、月というか前の年も、この降雨と潮の満

ち引きが要因になっているという確かなオブザベーションがあったのかどうかと

いうのが一つ質問です。 

  これに関連して、東電さんも今ご報告あったんですけれども、資料２－１、高

坂委員のご質問に対して２０年のこの１１月ぐらいだと思うんですが、この高く

なった理由というのが降雨によるんじゃないかということをおっしゃっていたん

ですけれども、じゃあほかのところどうかと見ると、決して必ずしもそこが高く

なっているわけじゃないんですよね。その日にほかのところが高くなっているわ

けでもないので、何をもってこの理由を述べているのかという、その科学的な根

拠、何かあったら教えてください。 

○議長 

  それでは、東京電力さん、規制庁さんそれぞれコメントをお願いいたします。 

○原子力規制庁 

  規制庁、池田です。この潮の満ち引きのところなんですけれども、きちんとし

たオブザベーションがあるかということにつきましては、ここはちょっとまだ実

はございません。ので、今後もう少し事実関係等調べていきたいなと思っていま

す。 

○議長 

  はい、それでは東京電力さんはいかがですか。 

 



- 42 - 

○東京電力 

  科学的な根拠というのは、詳細を評価しているものはありませんので、そこま

では言えない状況ではございますが、ただ降雨が少ない時期に降雨があると、あ

とサンプリングのタイミングですね、朝サンプリング取りますので、降雨のタイ

ミングとサンプリングのタイミングで変動があるという状況は確認してございま

す。ただ、田上委員おっしゃられるように、ストロンチウムとほかの核種との相

関というような、また科学的な評価というのは、詳細には詰めていないところで

ございます。 

○田上委員 

  規制庁さん特になんですが、資料２－３にこのように推測されますというふう

に書かれてしまうと、いかにも科学的根拠があるかのように見えてしまうので、

ないのであれば、まずはちゃんとデータ取るべきだというふうに思います。スト

ロンチウム９０は骨に沈着し線量を与える核種なので、皆さん注目される部分な

んですね。それを考えると、あんまり安易に推測だけでこのような公式の文書に

書かれてしまってはいけないんじゃないかというふうに思いますので、そのあた

りはご検討ください。 

○原子力規制庁 

  規制庁、池田です。了解しました。記載ぶりについて、もう少しまた検討して

いきたいと思います。 

○議長 

  よろしくお願いいたします。原委員お願いいたします。 

○原委員 

  私のほうは、やはりその今田上先生がおっしゃったような話とか、海の攪乱が

あると上がるという話についてなんですけれども、今のところは安全なレベルで、

ちょっと上がっている傾向だというふうなことで、だけど、どこからその上がる

要因が供給されているかというと、やはりその沿岸のほうから来ているというこ

となので、しっかり東電さんには放水の管理をしていただきたいなというふうに

思っております。決して鉛直のほうでデータが上がっていないということを共通

の認識にしていただきたいなと、水平方向の方向であるということを自覚してい

ただきたいなという要望です。 
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○議長 

  それでは、コメントあといただいているのが、長谷川委員ございますでしょう

か。 

○長谷川委員 

  この部会で発言するのはいいのか悪いのか分かりませんけれども、ご存じだと

は思いますが、民友ニュースだとか、あとは河北新報とか共同通信などで、１１

月１６日、１７日に１Ｆの南側の近傍１０メートルか１５メートル、数百メート

ルのところに地下水からトリチウムが検出されたという話が出ております。これ

は、どこへ聞けばいいのか分かりませんけれども、県民からすればやっぱりちょ

っと気になるニュースだと思いますので、これに対してどう対応されるのか。こ

の論文を読んでおくだけにとどめるのか、どうされるのか、県なり東電さんなり

規制庁さんでどういうふうに考えておられるかお聞かせいただければと思います。 

○議長 

  記事の内容、今手元にないので、なかなかコメント難しいかもしれません。

（「じゃあ、後でも結構です」の声あり）県、東電、規制庁さんのほうで、何か

コメント等がございましたらお手をお挙げください。 

  はい、それでは放射線監視室長お願いします。 

○放射線監視室長 

  福島県放射線監視室長の三浦と申します。先生ご指摘の件なんですけれども、

地下水で検出されたということなんですけれども、原子力発電所の敷地のすぐ近

くだったと記憶しております。検出された量も、最大で３０ベクレル／リットル

程度というような報道だったかと思います。私ども県といたしましては、検出さ

れた場所というのが県民の方が住んでおられないような帰還困難区域内の地下水

であることですし、検出された量も外部への影響はほとんどないレベルでありま

すが、今後も様々な情報などを収集しながら状況を注視してまいりたいと考えて

おります。 

○議長 

  それでは、こうした学術的な研究などでいろんなデータも取られていることで

すので、そうしたものにも注視しながら、自分たちのモニタリングにどう反映で

きるのかできないのか、そうしたことは念頭に置きながら進めていっていただけ
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ればというふうに考えております。 

  それでは、特にないようでございますので、ただいまの説明についての質問に

ついてはこれで終了させていただきます。 

  後半の部分についても、皆様から様々なご意見、ご提案等いただきました。そ

うしたものを踏まえながら、東京電力さんのほう、それから県も含めて、海域の

モニタリングについては適切に進めていただければと思います。また、その結果

についても分かりやすく情報提供を県民にしていただきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  議事につきましては以上でございます。それでは、議事のほうは終了させてい

ただくということで、以上で私の議長の任のほうは解かせていただきます。それ

では、進行は事務局のほうにお返しいたします。 

 

４．閉 会 

○事務局 

  本日の部会でさまざまなご意見、ご質問等いただきましたけれども、これらに

ついてはまたさらに反映していきたいと思います。あと、追加のご質問、ご意見

等ございましたらば、２月２２日月曜日まで事務局のほうにご連絡いただければ

と思います。よろしくお願いします。 

  以上で、環境モニタリング評価部会を閉会いたします。 

 


